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商工労働部関係計画内容一覧表

 島根県知的財産活用戦略（産業振興課・平成14年度策定）

本県における知的所有権をめぐる現状と課題を踏まえ、産学官それぞれが取り組むべき課題、本

県の特性を生かした、知的財産を活用した新たな産業振興のモデルを提示したもの。

島根県の知的所有権をめぐる現状と課題、知的所有権の必要性と有効性、知的財産を活用した産

業振興に向けて取り組むべき具体的な対応策、知的財産活用による産業振興の将来展望についてま

とめている。

 しまね産業活性化戦略（第一次とりまとめ）（商工政策課・平成19年度策定）⇒概要はＰ74

「しまね産業活性化戦略会議」での議論、意見等を踏まえて、今後の産業振興を戦略的に推進し

県内産業の活性化を図るために、取り組む方向と当面進めるべき具体的な方策を示したもの。

重点分野として『機械金属関連産業』、『ＩＴ関連産業』、『食品関連産業』の３本柱を掲げている。

 島根県総合雇用対策の方針（雇用政策課・平成23年度改訂）⇒概要はＰ75

雇用情勢の課題に対応し、今後４年間の雇用対策の方向性と重点的かつ緊急的に取り組むべき対

策を示したもの。

『産業人材の育成』、『産業人材の確保』、『若年者の県内就職促進』を重点施策としてとりまとめ

ている。

平成27年度までをその期間とし、具体的な目標値を設定している。

 島根県地域産業集積活性化計画（産業振興課・平成24年度改訂）

「企業立地の促進による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」（平成19年６月

11日施行）に基づき、本県の特性・強みである「機械金属関連産業」「電気・電子関連産業」「情報

関連産業」「医療・健康・食品関連産業」「木材・住宅関連産業」のさらなる集積と地域産業の活性

化を目指して、県、関係市町、学術機関、経済団体、産業支援機関が一体となって推進していくた

めの基本的な方向や方策を示したもの。

「島根県企業立地促進計画」（平成19～24年度）を更新し、平成29年度までの具体的な目標値な

どを設定している。

 島根県中小企業支援計画（中小企業課・平成24年度策定）⇒概要はＰ76

島根総合発展計画における中小企業振興の取組みを推進するため、昨今の経済情勢、本県の中小

企業を巡る現状と課題を踏まえたうえで、今後４年間の県の中小企業支援の方向性を示したもの。

「中核的企業の育成（自律的経営の促進）、「起業・創業の促進及び事業承継円滑化」、「セーフティ

ネットの強化」の３つの柱を掲げ、県、市町村、公益財団法人しまね産業振興財団、商工会、商工

会議所、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、金融機関、保証機関等の認識を共有す

るとともに当該機関同士の連携を深め、方向性を合せた中小企業支援を目指す。

平成27年度までをその計画期間とする。
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　雇用情勢に関する課題に対応
し、「しまね産業活性化戦略」とリ
ンクさせた産業振興にも資するた
め、今後４年間「Ｈ２４年度～Ｈ２７
年度」を見通した雇用対策の方向
性と重点的あるいは緊急的に取り
組む対策を策定。

○企業の求人ニーズと求職者の希望
　 職種のミスマッチ
○公共事業の削減
○リーマン・ショックに端を発した景気低迷
○東日本大震災の発生及び円高の長期
　 化による雇用情勢悪化の懸念

○鈍い求人倍率の回復と地域によるバラツキ
　　（差の拡大）
○高校生の県内就職率の上昇に対応した受皿づくり
○誘致企業による大量採用計画への対応
○建設業の人員整理事業所数、解雇者数の増加
○新規採用の抑制
○地域産業に必要な人材育成への対応

1．産業人材の育成
■方向性
　　「ＩＴ産業」と「ものづくり産業」において必要とされる人材の段階
　に応じた育成
■目標
　・ものづくり産業分野における技能検定及び県技能評価認定
　　制度合格者数：２６０名（Ｈ27）
 　・Ruby入門等受講者数：２００名（Ｈ27）
 　・産学官連携組織構築市町村数： ８市（Ｈ27）
■主な取り組み
　　○小中学校段階
      ・地域の教育資源を活用した体験活動の実施などふるさと
　　　　教育の推進
　　　・高等技術校等を活用した職業・技術教育の実施
　  ○高等学校段階
 　　 ・産業界を担う将来のスペシャリスト育成する取組の実施
　    ・産業人材育成コーディネーターの増員配置
　　○大学、高専、高等技術校等段階
 　　 ・大学生等を対象としたＲｕｂｙ等ＯＳＳをテーマとした講座
　　　 の開設
 　　 ・高等技術校の機械加工科における産業振興に資する
　　　  職業訓練
　　○就業後段階
 　 　・ものづくり産業の中核的人材を育成する各種講座の実施
 　 　・産業技術センターに設置した島根先端電子技術研究拠点
　　　　を活用した電気電子分野に係る高度技術者の養成講座
　　　　の実施
　　  ・企業の職業能力開発推進者等の人材育成担当者に対す
　　　 る支援
 　　・産業人材育成をより効果的に実施するための関係機関に
　　　 よる産業人材育成ネットワーク会議の開催

２．産業人材の確保
■方向性
　  ・県外在住者に対する取組の推進
　  ・高校生に対する取組の推進
    ・企業自らの取組の推進及び支援
 　 ・理工系人材の確保推進
■目標
　  ・県内企業の採用計画人員の充足率
　　　(代替指標：立地企業等の充足率
　　　　：毎年度１００％（Ｈ27）
■主な取り組み
   ・県外での企業説明会の開催など学生と県内企業との新たな
　　 交流の場の創出
   ・高校生向けの企業説明会の開催
   ・理工系大学の学生を対象とした企業見学や研修会、企業経
　  営者との交流会の実施

３．若年者の県内就職の促進
■方向性
　・効果的な出会いの場の設定
  ・関係者、関係機関の理解促進
  ・ふるさと教育、キャリア教育の推進
  ・「ジョブカフェしまね」における就業支援の充実
■目標
  ・県立高校生の県内就職率 ： 80％（Ｈ27）
　・ジョブカフェしまね利用者の就職者数 ：1,400名（Ｈ27）
■主な取り組み
   ・県内企業が直接高校、大学等へ出向く出前ガイダンス
　　 の実施
　 ・保護者向け企業見学会の開催
   ・インターンシップの実施
   ・ジョブカフェしまねによる就職マッチングの促進

趣旨 課題背景

  　１ 産業の振興等による雇用の維持・創出
 　２ 産業を担う人材の育成
 　３ 人材の確保と就業支援
　 ４ 建設産業対策
　 ５ 短期的な雇用創出対策

　雇用対策の基本的な方向

　重　点　施　策

「島根県総合雇用対策の方針」の概要



・期間:H24～27

・目標:経営計画の策定事業所数

島根県中小企業支援計画の概要イメージ図

　県として重点的に育成する

　　　　中小企業者像

①意欲と能力を有し、自ら経営理念と
経営計画を策定してＰＤＣＡサイクル
を確立し、自律的に事業活動を展開
する事業者であること。

②将来性のある事業者であること。

　○経営革新、新分野進出、雇用

　　創出等将来の地域経済を持続

　　的に発展させる上で重要となる

　　活動を含む事業者

　○若手経営者及び後継者のいる

　　次世代を担う中小企業者、女

　　性経営者

　○新規起業・創業者

　○事業再生を目指す事業者

☆地域社会への貢献

☆地域経済の持続的な発展へ

　県内中小企業者

■現状
○中小企業は本県経済と雇用の中心的な担い手

　・中小企業者数：３７，６０７事業所（全事業所の９９％）（H25.12.1商工団体データ）

　・従業員数：全県２９２，０５６人のうち９９．３％が１００人未満の規模の事業所に所属

　　（平成２４年経済センサス）

○少子高齢化の進展及び経済のグローバル化による経済環境の変化

○生産年齢人口の減少に伴う需要の減退

○収益体質を改善・強化する事業者と事業廃止又は倒産に至る事業者増加の２極化の

　 様相

　　　３つの柱

　　　　　　　　　支援の方向性

　11の主要テーマ      県連絡協議会

　　課題の抽出・フィードバック・施策への反映

 １　中核的企業の育成
　（自律的経営の促進）

２　起業・創業の促進
　及び事業承継円滑化

３　セーフティネットの強化

１　製造業への経営力・技術力・
　　販売力強化への支援

２　ＩＴ産業への支援

３　製造業・ＩＴ産業の誘致の促進

４　建設業の新規創業・新分野
　　進出の推進

５　商業・サービス業の活性化
　　への支援

６　観光関連業に対する新たな
　　ビジネスチャレンジへの支援

８　経営革新、地域資源活用、
　　農商工連携等への取り組みの推進

９　海外展開への支援

10　産業人材の育成・確保

施
策
改
善
・
立
案

《構成機関》
○島根県

○しまね産業振興財団
　（島根県中小企業支援センター）

○島根県商工会議所連合会

○島根県商工会連合会

○島根県中小企業団体中央会

【必要に応じた関係機関

　による議論の実施】

　例○円高対応

　　 ○産業集積支援

　    ○農商工連携　等

　
ベ
ク
ト
ル
を
合
わ
せ
た
施
策
展
開

【役割】

◇経済状況等の調査・情報共有

◇地域主体の取組み支援

◇支援課題の深掘り議論

◇支援機関の支援力向上

■課題
①地域経済の持続的な発展のため、地域の中小企業の自助努力を促進し、地域経済を

    担う中小企業を育成する必要

 

②廃業等の増加に伴う事業者数と雇用の減少を一端とする人口減少による地域の活力

    の低下に対して起業・創業・事業承継等を推進する必要

 ③経営状況の極めて厳しい事業者が増加する恐れがあり、セーフティネットの確保が必要

県
内
中
小
企
業

　　各地域の支援体制

　県段階の支援体制

　　　商　 工   会
　　　商工会議所

市町村

　中小企業支援推進組織
　（産業支援センター等）

商工会連合会
（広域指導センター）

中小企業団体中央会

     県連絡協議会

商工会議所連合会
（松江商工会議所専門指導センター）

ワンストップ対応

【中小企業連携支援体制図】

連携

要請
支援

相談

支援

　
　　産業振興財団
　（中小企業支援センター）
　（よろず支援拠点）

ワンストップ対応

中小企業連携支援体制のポイント

☆市町村と各地域の商工団体の連携を軸とした地域主体の支援体制の

　　推進

☆県段階における連携体制の確立と情報共有・課題検討のための連携

      組織の設置

☆各支援機関でのワンストップ対応によるコーディネート機能の明確化と

　　専門的支援機関へのつなぎ・情報共有・得意分野における支援力発揮

相談

支援
☆地域の総合経済団体

☆顔の見える身近な相談役

☆商工業を中心とした総合的な
コーディネート（経営・金融等）

☆関係支援機関の連携強化の総合
コーディネート機能

☆ものづくり、ＩＴを中心とした高度専門
的支援機関

連
携

　　　　　島根県
◇商工労働部
◇土木部（建設産業対策室）

 金融機関
 保証機関等

連携 連携

７　産業集積・ネットワークの強化

11　資金調達支援の強化

県信用保証協会


